
公 募 公 告 

 
「令和８年度地域の縁結び活動応援事業業務委託」に係る企画提案書を公募するので、次のとおり公

告する。 

 

  令和８年２月２５日 

福井県知事 石田 嵩人 
 
 
１ 企画提案書の提出を求める事項  

 （１）業務名     令和８年度地域の縁結び活動応援事業業務委託 

 （２）公告業務の内容 以下に記載する業務 

            ①地域の縁結びさんの利用相談窓口の運営等に関する業務 

            ②地域の縁結びさんの活動支援に関する業務 

            ③地域の縁結びさんの広報に関する業務 

 （３）委託期間    令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 （４）委託料の上限  １０，７９０，０００円（消費税および地方消費税を含む。） 

 

 
２ 企画提案書を提出するものに必要な資格および参加申込書の提出  

（１）応募対象者 

 この企画提案に応募できる者は、次の要件のすべてを満たしている者とする。 

   ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 に規定する者でないこと。 

   イ 参加資格認定の日において、現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

   ウ 参加資格認定の日において、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続

開始の申立て、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立て

または破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定による破産手続開始の申立てが行われてい

る者でないこと。 

   エ 福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がない者であること。 

   オ 福井県内に本店、支店または営業所等を有していること。 

   カ 次の①から⑤までのいずれにも該当しない者であること。 

① 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店も

しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6 号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

② 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者 

③ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

④ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するな

ど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

⑤ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 政治団体（政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 3 条の規定によるもの）および   

宗教団体（宗教法人法（昭和 26 年法律第 126 号）第 2 条の規定によるもの）でないこと。 

ク 企画提案選定委員会前 3 年間における団体の事業等において、刑法等の重大な法令に違反



して処罰等を受けていないこと。 

ケ 福井県から訴えを提起されていないこと。 

コ その他、福井県との協議に柔軟、真摯に対応できること。 

 

（２）参加申込書の提出 

    企画提案に参加する者は、次により企画提案参加申込書を提出すること。 

① 提出期限 令和８年３月４日（水）１７時まで（必着） 

② 提出方法 持参の場合は、土・日、祝日を除く９時～１７時に持参すること。 

郵送の場合は、配達記録の残る書留郵便等とすること。 

③ 提出先 問合せ、書類提出先に同じ。 

④ 提出書類 募集要領を参照すること。 
⑤ 提出部数 １部 

⑥ その他 募集要領を参照すること。 

 

（３）応募資格審査の結果通知 

上記（２）により企画提案参加申込書を提出したものについては、応募資格要件を審査し、

その結果を令和８年３月６日（金）までに通知する。 

 

 

３ 公募業務に関する応募書類の交付  

  応募資料については、次のとおり交付する。 

① 交付期間 令和８年２月２５日（水）から令和８年３月４日（水）まで（土曜日、

日曜日および祝日を除く。）の９時から１７時まで 

② 交付場所 問合せ、書類提出先に同じ。 

③ 交付資料 ア 「令和８年度地域の縁結び活動応援事業業務委託」に係る企画提

案書募集要領 

イ 「令和８年度地域の縁結び活動応援事業業務委託」仕様書 

ウ 委託契約書（案） 

④ 交付方法 上記場所での手交または県民協働課のホームページに掲載している

データのダウンロードのいずれかの方法による。 

⑤ その他 ・企画提案書作成の目的で地域の縁結びさんや相談者に関する年代

別、性別、地域別割合等の資料を県民協働課内で閲覧可能とする（要

予約、閲覧は令和８年３月１６日１０時まで）。 

 

 
４ 質問および回答  

本業務に関する質問は、質問票（様式３）により、令和８年３月４日（水）１７時までに福井県

県民協働課あて、電子メールにて提出すること。 

質問に対する回答は、令和８年３月６日（金）までに、電子メールにより参加者全員に対し通知

する。ただし、軽微な質問については、口頭により回答する場合がある。 

 

 
５ 企画提案書の提出  

① 提出期間 令和８年３月１６日（月）１２時まで（必着） 



② 提出方法 持参の場合は、土・日、祝日を除く９時～１７時に持参すること。 

郵送の場合は、配達記録の残る書留郵便等とすること。 

③ 提出先 問合せ、書類提出先に同じ 

④ 提出書類 募集要領を参照すること。 

⑤ 提出部数 正本１部、副本４部 

⑥ その他 ・提出後における企画提案書の追加および変更は認めない。 

 

 
６ 委託先候補者の選定等  

 （１）委託先候補者の選定方法 

     企画提案の審査は、選定委員会が企画提案書とそれに基づくプレゼンテーションにより行

う。事業者の選定は点数の合計が一番多い事業者とする。同点の場合は、選定委員の協議の

うえ決定する。 

 （２）選定委員会の開催 

参加者によるプレゼンテーションに基づき、審査する。選定委員会は福井県庁内会議室に

おいて開催する。開催日は令和８年３月１８日（水）を予定しているが、日時等の詳細につ

いては別途通知する。 

選定委員会で最も優れていると認めたものを本業務の委託先候補者として選定し、審査の

結果は、決定後速やかに各参加者に書面で通知する。 

 

 

７ 契約の締結  

福井県は、委託先候補者と企画提案書等の内容をもとに、業務履行に必要な具体的な協議を行う。 

協議が整った場合に、委託先候補者から改めて見積書を徴収し、見積書の内容を精査の上、随意契

約による委託契約を締結する。 

また、次の場合には、県は契約締結を取り消す場合がある。 

（１）委託先候補者として選定されたものが、契約の締結に応じないとき 

（２）財務状況の悪化等により事業の履行が確実でない恐れがあるとき 

（３）その他、著しく社会的信用を損なう行為等により、委託が不可能または著しく不適当となる

ような事情が生じたとき 

 

 
８ 応募先および問い合わせ先  

   福井県 未来創造部 県民協働課 担当：西端 

     住所  〒９１０－８５８０ 福井市大手３丁目１７－１ 

     電話  ０７７６－２０－０３６２ 

     ＦＡＸ ０７７６－２０－０６５２ 

     E-Mail kenmin-kyodo@pref.fukui.lg.jp 



令和８年度地域の縁結び活動応援事業業務委託に係る 

企画提案書 募集要領 

 
１ 目的 

地域において、ボランティアで、結婚を望む方のサポートを行う方を「地域の縁結びさん」とし

て登録しその活動を支援する「地域の縁結び活動応援事業」について、専門性を有する団体に業務

を委託することにより、相談者の増加を図るとともに、「地域の縁結びさん」の資質向上、活動の充

実等を図り、結婚の希望をより多く叶えることを目的とする。 
 
 
２ 事業概要  

 （１）業務名     令和８年度地域の縁結び活動応援事業業務委託 

 （２）業務内容    令和８年度地域の縁結び活動応援事業業務委託仕様書 

            （以下「仕様書」という。）に記載のとおり 

 （３）委託期間    令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 （４）委託料の上限  １０，７９０，０００円（消費税および地方消費税を含む。） 

 

 
３ 企画提案書を提出するものに必要な資格および参加申込書の提出  

（１）応募対象者 

 この企画提案に応募できる者は、次の要件のすべてを満たしている者とする。 

   ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 に規定する者でないこと。 

   イ 参加資格認定の日において、現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

   ウ 参加資格認定の日において、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続

開始の申立て、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立て

または破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定による破産手続開始の申立てが行われてい

る者でないこと。 

   エ 福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がない者であること。 

   オ 福井県内に本店、支店または営業所等を有していること。 

   カ 次の①から⑤までのいずれにも該当しない者であること。 

① 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその支店も

しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6 号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

② 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者 

③ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

④ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するな

ど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者 

⑤ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 政治団体（政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 3 条の規定によるもの）および   

宗教団体（宗教法人法（昭和 26 年法律第 126 号）第 2 条の規定によるもの）でないこと。 

ク 企画提案選定委員会前 3 年間における団体の事業等において、刑法等の重大な法令に違反

して処罰等を受けていないこと。 

ケ 福井県から訴えを提起されていないこと。 

コ その他、福井県との協議に柔軟、真摯に対応できること。 



（２）参加申込書の提出 

    企画提案に参加する者は、次により企画提案参加申込書を提出すること。 

① 提出期限 令和８年３月４日（水）１７時まで（必着） 

② 提出方法 持参の場合は、土・日、祝日を除く９時～１７時に持参すること。 

郵送の場合は、配達記録の残る書留郵便等とすること。 

③ 提出先 問合せ、書類提出先に同じ。 

④ 提出書類 ア 企画提案参加資格申請書（様式１） 

イ 企画提案参加資格誓約書（様式２） 

ウ 企画提案参加事業者の概要、事業内容が分かる書類（企業案内等） 

エ 直近２期分の決算報告書（貸借対照表および損益計算書）の写し 

オ 福井県税事務所または福井県嶺南振興局が発行する県税に滞納

がない旨の証明書 

カ 商業登記簿謄本の写しまたは登記事項証明書の写し 
⑤ 提出部数 １部 

⑥ その他 参加申込書提出後に、企画提案書の提出を辞退する場合は、辞退届（様

式任意）を企画提案書の提出期限までに提出すること。なお、企画提

案を辞退しても、今後、当該辞退による不利益な取扱いはしない。 

 
（３）応募資格審査の結果通知 

上記（２）により企画提案参加申込書を提出したものについては、応募資格要件を審査し、

その結果を令和８年３月６日（金）までに通知する。 

 

 
４ 質問および回答  

本業務に関する質問は、質問票（様式３）により、令和８年３月４日（水）１７時までに福井県

県民協働課あて、電子メールにて提出すること。 

質問に対する回答は、令和８年３月６日（金）までに、電子メールにより参加者全員に対し通知

する。ただし、軽微な質問については、口頭により回答する場合がある。 

 

 
５ 企画提案書の提出  

① 提出期間 令和８年３月１６日（月）１２時まで（必着） 

② 提出方法 持参の場合は、土・日、祝日を除く９時～１７時に持参すること。 

郵送の場合は、配達記録の残る書留郵便等とすること。 

③ 提出先 問合せ、書類提出先に同じ 

④ 提出書類 ア 企画提案書（A４サイズ、任意様式） 

  別紙「企画提案書作成要領」に基づいて作成すること。 

イ 見積書（任意様式） 

  仕様書に基づいて作成すること。 

⑤ 提出部数 正本１部、副本４部 

⑥ その他 ・提出後における企画提案書の追加および変更は認めない。 

・企画提案書作成の目的で地域の縁結びさんや相談者に関する年代

別、性別、地域別割合等の資料を県民協働課内で閲覧可能とする（要

予約、閲覧は令和８年３月１６日１０時まで）。 



 

６ 委託先候補者の選定等  

 （１）委託先候補者の選定方法 

     企画提案の審査は、選定委員会が企画提案書とそれに基づくプレゼンテーションにより行

う。事業者の選定は点数の合計が一番多い事業者とする。同点の場合は、選定委員の協議の

うえ決定する。 

 （２）選定委員会の開催 

参加者によるプレゼンテーションに基づき、審査する。選定委員会は福井県庁内会議室に

おいて開催する。開催日は令和８年３月１８日（水）を予定しているが、日時等の詳細につ

いては別途通知する。 

選定委員会で最も優れていると認めたものを本業務の委託先候補者として選定し、審査の

結果は、決定後速やかに各参加者に書面で通知する。 

 

 

７ 契約の締結  

福井県は、委託先候補者と企画提案書等の内容をもとに、業務履行に必要な具体的な協議を行う。 

協議が整った場合に、委託先候補者から改めて見積書を徴収し、見積書の内容を精査の上、随意契

約による委託契約を締結する。 

また、次の場合には、県は契約締結を取り消す場合がある。 

（１）委託先候補者として選定されたものが、契約の締結に応じないとき 

（２）財務状況の悪化等により事業の履行が確実でない恐れがあるとき 

（３）その他、著しく社会的信用を損なう行為等により、委託が不可能または著しく不適当となる

ような事情が生じたとき 

 

 

８ 応募先および問い合わせ先  

   福井県 未来創造部 県民協働課 担当：西端 

     住所  〒９１０－８５８０ 福井市大手３丁目１７－１ 

     電話  ０７７６－２０－０３６２ 

     ＦＡＸ ０７７６－２０－０６５２ 

     E-Mail kenmin-kyodo@pref.fukui.lg.jp 

 

 



（別紙） 

企画提案書作成要領 

 

１ 企画提案書の記載事項 

企画提案書は、仕様書に記載する業務の実施について、下記審査基準の２～６の評価項目ごと

に出来る限り詳細に記載すること。 

（審査基準） 

 

２ 留意事項 

 ・企画提案書は、以下の地域の縁結びさんの現状・課題を踏まえて作成すること。 
 ①女性の相談者が少なく、男女比が２対１である。 

   ②相談会や情報交換会および研修会など、地域の縁結びさんの活動を活性化させる機会のニー

ズがあるが、十分に対応できていない。 
 ③地域の縁結びさんの認知度が低い。 

 ・企画提案書は、仕様書を熟読して作成すること。 

 ・スタッフの経歴や資格（資格認定団体の記載があること）がわかる資料を添付すること。 

 ・企画提案書のサイズは、Ａ４とする。 

 ・提出できる企画提案は１案とする。 

 ・一度提出した企画提案書等は、書き換え、引き換え、または撤回することができないものとする。 

 評価項目 審査基準等 

１ 全体評価 

提案内容の 
的確性 

・仕様書を的確に踏まえ、明確かつ具体的に提案されているか。 

提案内容の 
実現性 

・実施方法等が具体的で、実現性があるか。 

事業への 
理解・知識 

・受託業務内容及び目的に関する理解・知識が十分にあるか。 

２ 
業務実施

体制 

的確性 

・受託業務を適正に遂行する望ましい資格、知識、経験を持つ人材が確
保されているか。 

・独身者やその親、地域の縁結びさんが利用しやすい窓口が提案されて
いるか。 

・個人情報の管理、機密保持について理解が十分にあり、適切な対応が
提案されているか。 

実現性 
・スタッフの配置が適切で、業務遂行が可能であるか。 
・苦情やトラブル等に対し迅速な対応ができる体制となっているか。 
・スタッフの欠員が出た場合の迅速な対応が可能であるか。 

独創性 
・スタッフの教育、指導体制があるか。 
・結婚支援における困難事案への対応のノウハウがあるか。 

３ 
相談会、情報交換会の 

開催 

・仕様書「５(2)③ウ 相談会」に提案事業者のノウハウや知識・経験を
活かした創意工夫が見られ、地域の縁結びさんの新規相談者獲得につ
ながる内容となっているか。 

・仕様書「５(2)④エ 情報交換会」に提案事業者のノウハウや知識・経
験を活かした創意工夫が見られ、地域の縁結びさんの活動の活発化に
つながる内容となっているか。 

４ 地域の縁結びさんの育成 

・研修会に提案事業者のノウハウや知識・経験を活かした創意工夫が見
られ、地域の縁結びさんの成婚までの支援力が向上する内容（テーマ、
講師等）となっているか。 

・地域の縁結びさんがいつでも気軽にスタッフから結婚支援のアドバイ
スを受けられる環境が整っているか。 

５ 広報 

・地域の縁結びさんの新規相談者獲得のための創意工夫が見られ、具体
的な効果が見込める提案となっているか。 

・相談者の対象年齢を勘案し、媒体やデザインなど効果的な提案となっ
ているか。 

６ 見積金額・経費 
・適正な見積額となっているか。 
・経費の節約などに創意工夫がみられるか。 


